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　小池　信之

　竹光　慶祐

　森田　邦夫

 駅務管理所長

 上永谷乗務管理所長

 川和乗務管理所長 　菅野　孝義

 運転課長

 総合司令所長

　山田　孝一

　齊藤　達也

 営業課長

 安全管理担当部長 ＜高速鉄道本部長兼務＞

 営業・観光企画課長

 経営企画課長

 職員課長

 高速鉄道本部長　荒川　義則

 事業開発課長

交通局組織図（平成25年５月15日現在）

 能力開発センター長

 総務課長

交通事業管理者

  副局長　 加賀　生雄　

　小野　博之

　小林　哲也

 安全管理課長

 総務部長　＜副局長兼務＞

　横山　浩

  局　長　 二見　良之

　森山　浩信

　古橋　正人

　俵　節子

 営業推進本部長　鈴木　元章

 システム担当課長 　内藤　富二夫

　山内　義則

 新羽乗務管理所長 　藤牧　武之
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 施設課長

 建設改良課長

 浅間町営業所長

 本牧営業所長

 港北営業所長

 滝頭営業所長

 港南営業所長代行

 電気課長

 建築課長

 鶴見営業所長

 路線計画課長

　須藤　秀樹

 運輸課長

 保土ケ谷営業所長

　晝間　正実

　亀本　武伸

　佐々木　雅彦

　小柳　範弥

　髙木　一行 新羽保守管理所長

　橋本　芳実

　福島　一浩

 川和保守管理所長

 上永谷保守管理所長

　本田　聡

 契約部の職員は財政局契約部
 の職員が併任

《出向、派遣者は除く》

 建設改良室長　村田　守廣

 契約部

 技術管理部長　土屋　雄二

 新横浜工事事務所長 　居塚　宣明

 若葉台営業所長 　下野　敏樹

 車両課長 　熊谷　勝博

　天野　実

　秋澤　義夫

 営業課長 自動車本部長　村上　端

　三村　庄一

　渡部　誠

　真籠　俊彦

　金子　強

　熊坂　俊博

　高瀬　三夫

 安全管理担当部長 ＜自動車本部長兼務＞
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交 通 局 事 務 分 掌 

 

 

 総 務 部 

 

総 務 課 

（１）公印の管守に関すること。 

（２）行政文書管理に関すること。 

（３）条例、規則及び規程等に関すること。 

（４）議会議案その他の重要文書の調整及び審査に関すること。 

（５）不服申立て及び訴訟等の総括に関すること。 

（６）情報公開に係る連絡調整に関すること。 

（７）庁中取締りに関すること。 

（８）無料乗車券に関すること。 

（９）無体財産権の総合調整に関すること。 

（10）広報の企画、総合調整及び実施に関すること。 

（11）報道機関等との連絡調整に関すること。 

（12）お客様満足向上の総括に関すること。 

（13）事務改善に関すること。 

（14）電子計算機事務の調整及び推進に関すること。 

（15）電子計算機事務に係るシステムの開発及び管理に関すること。 

（16）高速鉄道の駅務機器に係る計画、保守、管理及び改修に関すること。 

（17）高速鉄道の駅務機器の工事の施工管理、工程管理、監督及び検査に関すること。 

（18）電子計算機の利用に関する教育及び指導に関すること。 

（19）電子計算機の維持管理及び運営に関すること。 

（20）職務発明に関すること。 

（21）他の部、課の主管に属しないこと。 

 

 経営企画課 

（１）交通事業の経営の基本計画に関すること。 

（２）経営改善の基本的施策に関すること。 

（３）交通事業の経営に係る資料の収集、調査及び分析に関すること。 

（４）運賃及び料金の上限の設定、変更に関すること（国土交通省地方運輸局長の権 

限に属することを除く。）。 

（５）横浜交通開発株式会社に関すること。 

（６）交通事業の財政計画に関すること。 

（７）予算及び決算に関すること。 

（８）企業債に関すること。 

（９）補助金の総合調整に関すること。 

（10）その他経理に関すること。 
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（11）資金の調達及び運用に関すること。 

（12）局内における会計監査に関すること。 

（13）現金、預金及び有価証券の出納保管に関すること。 

（14）収入及び支出の審査に関すること。 

（15）出納取扱機関及び収納取扱機関に関すること。 

（16）工事及び製造の請負契約に関すること（契約第一課及び契約第二課の分掌する 

ものを除く。以下第 20号まで同じ。）。 

（17）物品の購入、修繕、製造、借入れ及び売払い並びに印刷物の製作に係る契約に 

関すること。 

（18）委託契約及び労力の調達の契約に関すること。 

（19）一般競争入札参加資格審査委員会及び指名業者選定委員会に関すること。 

（20）不用物品の売却処分に関すること。 

（21）物品の出納及び保管に関すること。 

（22）資産のたな卸に関すること。 

（23）その他契約及び物品管理に関すること。 

 

安全管理課 

 （１）危機管理に関すること。 

（２）事故防止対策の総合調整に関すること。 

（３）事務事業の監察に関すること。 

（４）職員の服務、規律に関すること。 

（５）安全管理マネジメントの総括に関すること。 

（６）法令遵守に係る総合調整に関すること。 

 

 職 員 課 

（１）職員の任免、宣誓、分限、賞罰その他身分に関すること。 

（２）職員の職階、服務、募集及び配置に関すること。 

（３）職制に関すること。 

（４）職員定数の認定及び管理並びに人事統計資料の作成に関すること。 

（５）退職手当、退職年金等に関すること。                        

（６）横浜市職員共済組合及び全国健康保険協会との事務連絡に関すること。 

（７）職員の給与その他労働条件に関すること。 

（８）団体交渉、労働協約及び職員の苦情処理に関すること。 

（９）労働組合に関すること。 

（10）労務に関する調査研究に関すること。 

（11）職員の給与の支払い及び諸控除に関すること。 

（12）職員の安全、衛生及び健康管理に関すること。 

（13）職員の福利厚生に関すること。 

（14）職員の制服に関すること。 

（15）職員の公傷病及び公務災害補償に関すること。 
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（16）職員住宅及び職員寮の運営管理に関すること。 

（17）横浜市交通局厚生会に関すること。 

（18）社会保険に関すること。 

（19）適性検査に関すること（他の課等の主管に属することを除く。）。 

 

 

 能力開発センター 

（１）職員の研修及び能力開発に必要な事項の調査及び研究に関すること。 

（２）職員の研修及び能力開発の計画の総合調整に関すること。 

（３）職員の研修及び能力開発の企画及び実施に関すること。 

（４）動力車操縦者の養成に関すること。 

（５）運輸現業員の実地指導に関すること。 

（６）動力車操縦者の養成に係る適性検査に関すること。 

（７）その他職員の研修及び能力開発に関すること。 

 

営業推進本部 

 

事業開発課 

（１）資産の有効活用に関すること。 

（２）高速鉄道の駅構内における営業に関すること。 

（３）土地、建物等の取得、借入れ及びこれらに伴う補償に関すること。 

（４）土地の調査、測量及び図面の作成等に関すること。 

（５）土地及び建物の登記に関すること。 

（６）土地及び建物の管理並びに処分に関すること。 

（７）財産台帳に関すること。 

（８）財産の損害保険に関すること。 

（９）その他公有財産に関すること。 

（10）部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

営業・観光企画課 

（１）観光事業の企画・販売促進に関すること。 

（２）貸切自動車（自動車本部営業課の分掌するものを除く。）の総括に関すること。 

（３）高速鉄道の沿線協働に関すること。 

（４）増収対策、乗客誘致に関すること。 

（５）乗車券の企画、宣伝及び販売促進に関すること。 

（６）高速鉄道及び自動車の広告に関すること。 

（７）クレジットカード事業に関すること。 

（８）その他営業活動の企画及び実施の総括に関すること。 
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 高速鉄道本部 

 

 営 業 課 

（１）高速鉄道の事業計画に関すること。 

（２）高速鉄道の運賃及び料金に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。)。 

（３）高速鉄道の事業計画に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

（４）高速鉄道の乗車券の発売、制作及び乗車料金の精算の総括に関すること。 

（５）定期乗車券発売所に関すること(自動車本部営業課の分掌するものを除く。)。 

（６）高速鉄道の交通調査、運輸統計その他資料の収集、作成、調査及び分析に関する 

こと。 

（７）高速鉄道の乗客サービスの向上に係る調査及び企画等に関すること。 

（８）高速鉄道の乗車料金の精算の総括に関すること。 

（９）高速鉄道の駅施設に係る計画及び管理に関すること。 

（10）駅務管理所の現業員の服務規律及び指導並びに教育訓練に関すること。 

（11）駅務管理所に関すること。 

（12）部内の他の課の主管に属しないこと。 

 

 運 転 課             

（１）高速鉄道の運転計画及び運行管理の総括に関すること。 

（２）高速鉄道の運転計画に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

（３）高速鉄道の事故防止の総合対策及び無事故表彰に関すること。 

（４）高速鉄道の事故の調査、処理、統計及び主務官庁に対する報告に関すること。 

（５）乗務管理所、総合司令所の現業員の服務規律及び指導並びに教育訓練の総括に 

関すること。 

（６）高速鉄道の安全運行及び乗客サービスの向上に係る調査並びに企画等の総括に 

関すること。 

（７）高速鉄道の事故に係る損害賠償及び訴訟の総括に関すること。 

（８）乗務管理所及び総合司令所に関すること。 

 

 総合司令所 

（１）高速鉄道の運転計画の実施に係る指令に関すること。 

（２）高速鉄道の運行管理業務に関すること。 

（３）高速鉄道の電力運用に係る指令に関すること。 

（４）高速鉄道の電力運用業務に関すること。 

（５）高速鉄道の使用電力量の記録に関すること。 

（６）高速鉄道諸設備の監視及び故障時の連絡通報に関すること。 

（７）ずい道内の入出場管理に関すること。 

（８）異常事態発生時における緊急対応の指令に関すること。 

（９）司令施設の防火、警備その他安全管理に関すること。 

（10）所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

（11）所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 
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（12）その他指令業務に関すること。 

 

 

駅務管理所 

（１）管区駅の業務の総括及び指導に関すること。 

（２）高速鉄道の乗車券の制作及び発売の計画に関すること。 

（３）駅務機器の修理等日常的管理に関すること。 

（４）高速鉄道の遺失物に関すること(管区駅の分掌するものを除く。)。 

（５）高速鉄道の駅務関係事故に係る軽易な損害賠償に関すること。 

（６）所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

（７）高速鉄道に係る乗客サービス向上の実施に関すること。 

（８）所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 

（９）所属員の福利厚生に関すること。 

（10）その他駅務に関すること。 

 

 乗務管理所 

（１）高速鉄道の運転及び乗客の輸送に関すること。 

（２）高速鉄道内の乗客の案内及び整理に関すること。 

（３）運転中における高速鉄道の施設、設備の管理及び乗客の安全並びに非常時の応 

急措置に関すること。 

（４）高速鉄道の事故の現場処理及び事故報告に関すること。 

（５）高速鉄道の運転関係事故に係る軽易な損害賠償に関すること。 

（６）所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

（７）所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 

（８）所属員の福利厚生に関すること。 

（９）その他乗務に関すること。 

 

 自動車本部 

 

 営 業 課 

（１）自動車本部営業所の現業員の服務規律の総括に関すること。 

（２）自動車本部営業所に関すること。 

（３）自動車の定期乗車券発売所に関すること。 

（４）自動車の交通調査、運輸統計その他資料の収集、作成、調査及び分析に関するこ

と。 

（５）自動車の運賃及び料金に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。)。 

（６）自動車の乗車券の発売、制作及び乗車料金の精算の総括に関すること。 

（７）貸切自動車の運行に伴う複数の営業所間の輸送調整に関すること。 

（８）部内の他の課の主管に属しないこと。 
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路線計画課 

（１）自動車の事業計画に関すること。 

（２）自動車の経営分析及び増収対策の総括に関すること(営業所の分掌するものに限

る。)。 

（３）自動車の運転計画の総合調整に関すること。 

（４）自動車の運転計画の実施に伴う営業所との調整に関すること。 

（５）自動車の事業計画及び運転計画の実施に伴う主務官庁の許認可等に関すること。

（６）自動車の運賃及び料金に関すること(経営企画課の分掌するものを除く。)。 

 

 運 輸 課 

（１）自動車の運行管理の総括に関すること。 

（２）自動車本部営業所の現業員の指導及び教育訓練の総括に関すること。 

（３）自動車の安全運行及び乗客サービスの向上に係る調査並びに企画等の総括に関す 

ること。 

（４）自動車の走行環境の改善の推進に関すること。 

（５）自動車の事故防止の総合対策に関すること。 

（６）自動車の運転事故の統計及び主務官庁に対する報告に関すること。 

（７）自動車の損害保険(自動車損害賠償責任保険を除く。)に関すること。 

（８）自動車の運転事故に係る損害賠償の調整に関すること。 

（９）自動車車両の調査、計画及び設計に関すること。 

（10）自動車の車両製造等の工程管理、監督及び検査に関すること。 

（11）自動車車両に係る主務官庁の許認可等の総括に関すること。 

（12）自動車車両保守の調査及び計画の総括に関すること。 

（13）自動車車両の維持改修及び整備の総括に関すること。 

 

 営 業 所 

（１）自動車の運転及び乗客の輸送に関すること。 

（２）自動車の乗車券の発売及び乗車料金の精算に関すること。 

（３）運輸統計、経営分析、運転計画及び増収対策に関すること。 

（４）施設の安全管理に関すること。 

（５）運行管理に関すること。 

（６）操車に関すること。 

（７）運転関係事務に関すること。 

（８）自動車の遺失物に関すること。 

（９）乗客の案内及び整理に関すること。 

（10）所管路線上における運転調整に関すること。 

（11）燃料の取扱いに関すること。 

（12）所属員の指導及び教育訓練に関すること。 

（13）所属員の服務規律に関すること。 

（14）自動車の安全運行及び乗客サービス向上に係る調査、企画及び実施に関するこ 

と。 
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（15）所属員の福利厚生に関すること。 

（16）営業所に係る予算の執行に関すること。 

（17）自動車の乗車券の委託発売契約に関すること。 

（18）施設の修繕に関すること。 

（19）貸切自動車に関すること。 

（20）運転事故の調査、処理及び事故報告書の作成に関すること。 

（21）運転事故に係る損害賠償に関すること。 

（22）運転事故に係る訴訟に関すること。 

（23）自動車車両に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

（24）自動車車両保守の調査及び計画に関すること。 

（25）自動車車両の維持改修及び整備に関すること。 

（26）その他営業所に関すること。 

 

 技術管理部 

 

 施 設 課 

（１）技術管理部の所管業務に係る安全管理及びコスト管理の総括に関すること。   

（２）鉄道事業法に基づく認定鉄道事業者制度に係る事務に関すること。 

（３）高速鉄道の土木施設及び軌道施設（以下「高速鉄道の土木施設等」という。）並

びに自動車事業の土木施設に係る主務官庁の許認可等に関すること（建設改良課の

分掌するものを除く。第 12 号、第 13 号について同じ。）。 

（４）高速鉄道に係る調査、研究に関すること。 

（５）高速鉄道に係る資料の収集及び統計並びに記録の整理、保存に関すること。 

（６）技術管理部の所管業務に係る技術監理等に関すること。 

（７）技術管理部の所管業務に係る技術審査等に関すること。 

（８）高速鉄道の施設等及び自動車事業の土木施設に係る監査等に関すること。 

（９）高速鉄道の施設等に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関するこ

と。 

（10）高速鉄道４号線建設に係る土木工事に伴う沿道家屋等の損害補償に関すること。 

（11）高速鉄道の軌道施設の改良及び改修に係る計画の策定に関すること。             

（12）高速鉄道の土木施設等の改良、改修及び保守に係る設計、積算、工事並びに検査

に関すること。 

（13）高速鉄道の土木施設に係る設計及び工事の施工に係る協議に関すること。                              

（14）高速鉄道の土木施設に近接して施工される建築物等の協議に関すること。 

（15）自動車事業の土木施設の改修及び保守等に関すること。 

（16）高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設に係る訴訟に関すること。  

（17）高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設の事故及び故障の調査並びに

その対策に関すること。 

（18）施設区に関すること。 

（19）部内の他の課の主管に属しないこと。 
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 車 両 課 

（１）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

（２）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る監査に関すること。 

（３）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る技術監理等に関すること。 

（４）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに 

指導に関すること。 

（５）高速鉄道の車両の製作及び改良に関すること。 

（６）高速鉄道の車両検修施設の建設及び改良に関すること。 

（７）高速鉄道の車両及び車両検修施設の改修並びに保守に係る計画、設計及び積算 

に関すること。 

（８）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る資料の収集及び統計に関すること。 

（９）検修区に関すること。 

 

 建 築 課 

（１）高速鉄道及び自動車事業の建築物並びに機械設備（以下「建築物等」という。） 

に係る主務官庁の許認可等に関すること。 

（２）建築物等に係る監査に関すること。 

（３）建築物等に係る技術監理等に関すること。 

（４）建築物等に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関すること。   

（５）建築物等の建設及び改良に係る計画、設計、積算、施工管理、工程管理並びに 

監督に関すること。                                             

（６）建築物の改修に係る検査に関すること。 

（７）建築物等に係る工事の受託及び委託に関すること。  

（８）設備区に関すること。 

 

 電 気 課 

（１）高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設並びに自動車事業    

の電力施設、電路施設及び通信施設（以下「電気施設等」という。）に係る主務 

官庁の許認可等に関すること。 

（２）電気施設等に係る監査に関すること。 

（３）電気施設等に係る技術監理等に関すること。 

（４）電気施設等に係る技術基準及び積算基準等の整備並びに指導に関すること。 

（５）高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設の建設、改良並び    

に改修に関すること。 

（６）高速鉄道の電気施設等の保守、管理及び工事の積算に関すること。 

（７）電気施設等に係る工事の受託及び委託に関すること。 

（８）受電に関すること。 

（９）自動車事業の電力施設、電路施設及び通信施設の建設、改良、改修及び管理に    

関すること。 

（10）電気区に関すること。 
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 保守管理所 

（１）車両基地の管理の総括に関すること。 

（２）車両基地の防火、警備その他安全管理の総括に関すること。 

（３）高速鉄道の土木施設、軌道施設（以下「高速鉄道の土木施設等」という。）及 

び自動車事業の土木施設の管理に関すること。 

（４）高速鉄道の土木施設等の改良、改修及び保守に係る施工管理、工程管理並びに    

監督に関すること。 

（５）高速鉄道の土木施設等の保守に係る検査に関すること。 

（６）自動車事業の土木施設の事故及び障害の緊急対応に関すること。 

（７）高速鉄道の電力施設、電路施設、信号保安施設及び通信施設（以下「高速鉄道    

の電気施設等」という。）の管理に関すること。 

（８）高速鉄道の電気施設等の防火、警備その他安全管理に関すること。 

（９）高速鉄道の電気施設等の改良に係る施工管理、監督及び検査に関すること。 

（10）高速鉄道の電気施設等の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、監督並びに    

検査に関すること。 

（11）自動車事業の電力施設、電路施設及び通信施設（以下「自動車事業の電気施設    

等」という。）の事故及び障害の緊急対応に関すること。 

（12）高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設並びに高速鉄道の電気施設等    

及び自動車事業の電気施設等の事故防止に関すること。 

（13）高速鉄道の土木施設等及び自動車事業の土木施設並びに高速鉄道の電気施設等    

及び自動車事業の電気施設等の事故の現場処理及び事故報告に関すること。 

（14）高速鉄道の土木施設等及び高速鉄道の電気施設等に係る保安監査等に関するこ    

と。 

（15）高速鉄道の車両及び車両検修施設の管理に関すること（新羽保守管理所を除  

く。以下第 20 号まで同じ。）。 

（16）高速鉄道の車両及び車両検修施設の防火、警備その他安全管理に関すること。 

（17） 高速鉄道の車両並びに車両検修施設の改修及び保守に係る施工管理、工程管理、  

監督及び検査に関すること。 

（18）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故防止に関すること。 

（19）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る事故の現場処理及び事故報告に関する    

こと。 

（20）高速鉄道の車両及び車両検修施設に係る保安監査等に関すること。 

（21）高速鉄道の建築物及び機械設備（以下「高速鉄道の建築物等」という。）並び

に自動車事業の建築物及び機械設備(以下「自動車事業の建築物等」という。)の

管理に関すること（新羽保守管理所に限る。以下第 27 号まで同じ。）。 

（22）高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の改修及び保守に係る計画、設

計、積算、施工管理、工程管理及び監督に関すること。 

（23）高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の建設及び改良に係る検査に関

すること。 

（24）高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の障害、故障等の緊急対応復旧
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に関すること。 

（25）高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の事故防止に関すること。 

（26）高速鉄道の建築物等及び自動車事業の建築物等の事故処理及び事故報告に関す

ること。 

（27）高速鉄道の建築物等に係る保安監査等に関すること。 

（28）所属員の指導、教育訓練、安全衛生及び服務規律等の総括に関すること。 

（29）所属員の勤怠調査、監察及び服務規律に関すること。 

（30）高速鉄道並びに自動車事業の施設等に係る保安監査等の総括に関すること。 

（31）その他保守管理所に関すること。 

 

建設改良室 

 

建設改良課 

（１）高速鉄道の建設改良に係る主務官庁の許認可等に関すること(高速鉄道の建設改

良を伴うものに限る。)。 

（２）高速鉄道の建設改良に係る計画の策定に関すること。 

（３）高速鉄道の建設改良に係る資料の収集及び統計に関すること。 

（４）高速鉄道の土木工事の設計及び施工等に係る技術的研究、調査等に関すること。 

（５）高速鉄道の建設改良に係る計画の策定に伴う関係者との協議・調整に関するこ  

と。 

（６）高速鉄道の建設改良に係る工事の受託及び委託に伴う諸手続に関すること。 

（７）高速鉄道の受委託工事等に係る設計及び工事の施工に係る関係機関との協議の総

括に関すること。 

（８）高速鉄道の受委託工事等に係る他の課の主管に属することとの調整等に関するこ

と。 

（９）高速鉄道の受委託工事等に係る設計及び工事の施工に関すること。 

（10）高速鉄道の土木施設の改良に係る関係機関との協議に関すること。 

（11）高速鉄道の土木施設の改良に係る他の課の主管に属することとの調整等に関する 

こと。 

（12）高速鉄道の土木施設の改良に係る設計及び工事費の積算に関すること。 

（13）高速鉄道の土木施設の改良に係る工事の実施及び設計変更等に関すること。 

（14）高速鉄道の土木施設の改良に係る工事の監督及び検査に関すること。 

（15）高速鉄道の受委託工事等に係る工事の実施及び設計変更等に関すること。 

（16）高速鉄道の受委託工事等に係る監督及び検査に関すること。 

 

工事事務所 

（１）高速鉄道の受委託工事等に係る工事の施工に係る関係機関との協議に関するこ

と。 

（２）高速鉄道の受委託工事等に係る工事の施工管理に関すること。 

（３）高速鉄道の受委託工事等に係る工事の実施に伴う設計変更等に関すること。 
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（４）高速鉄道の受委託工事等に係る監督及び検査に関すること。 

（５）高速鉄道の受委託工事等に係る沿道家屋その他の現地調査及び土木施設工事に伴

う沿道対策に関すること。 

（６）高速鉄道の受委託工事等に係る建設中の土木施設の維持管理に関すること。 

 

 契 約 部 

 

 契約第一課 

（１）工事、製造等請負契約に関すること（経営企画課の分掌するものを除く。次号 

から第８号までにおいて同じ。）。 

（２）工事、製造等請負契約に係る入札参加資格の設定等に関すること。 

（３）工事、製造等請負業者の業態調査等に関すること。 

（４）工事請負等一般競争入札参加資格審査委員会及び工事請負等指名業者選定委員

会に関すること。 

（５）工事、製造等請負の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。 

（６）横浜市入札等監視委員会に関すること。 

（７）低入札価格調査委員会に関すること。 

（８）調達契約に係る公告等に関すること。 

（９）部内他の課の主管に属しないこと。 

 

 契約第二課 

（１）物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る契約に関す

ること（経営企画課の分掌するものを除く。次号から第７号までにおいて同じ。）。 

（２）物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る入札参加資

格の設定等に関すること。 

（３）物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る業者の業態

調査等に関すること。 

（４）物品供給等一般競争入札参加資格審査委員会及び物品供給等指名業者選定委員

会に関すること。    

（５）物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の契約に係る検査

に関すること。 

（６）物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の入札・契約事務

に係る調整、連絡等に関すること。 

（７）低入札価格調査委員会に関すること。 
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